別表2(第4条関係)

野営場等臨海休養施設使用許可書

　　年　　月　　日

様

興部町長

　　月　　日付け申請のあった野営場等臨海休養施設の使用について次のとおり許可します。

しおさいＡ棟

	


使用年月日
	
　　年　　月　　日（　　曜日）午前・午後　　　時

～

　　年　　月　　日（　　曜日）午前・午後　　　時


	使用人員
	名



（注）
1. 使用当日この使用許可証を必ず持参し管理人の確認を受けること。
2. 使用料は、使用許可確認の際、管理人に収めること。
（　　　　　　　　　　　　　円）
3. 使用にあたっては、管理人の指示に従うこと。
4. 火気の使用にあたっては、十分留意すること。
5. 使用後は必ず管理人に連絡すること。
6. 使用後の物件収納、戸締り、消灯及び室内の清掃は必ず行うこと。
7. 変更、とりやめ等が生じたらその時点ですぐ連絡すること。
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